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各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて

　　　各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、次のとおりと
　　する。

　　　各種団体への補助金、交付金等については、その目的、活動実績、
    効果、これまでの経緯や実情に配慮し、財政状況等を勘案しながら、
 　 公共的必要性・有効性・公平性の観点に立ち、その内容を検討した
　  うえで、新市において新市全体の均衡を図れるようできる限り速や
  　かに調整する。

    １　団体に対する補助金等
　 　 （１）同一又は同種の団体に対する補助金等については、関係団体
　　　　　等の理解と協力を得て、統一できるよう調整するものとする。
　　　（２）四市町村において同一の団体があり、一部の市町村のみが交
　　　　　付を行っている補助金等については、廃止を含めて新市におい
　　　　　て調整するものとする。
　　　（３）各市町村独自の団体への補助金等については、従来の実績等
　　　　　を尊重しつつ、廃止も含めて新市域全体の均衡を保つよう調整
　　　　　する。
　
　　２　事業等に対する補助金等
　　　（１）同一又は同種の補助金等については、原則として制度の統一
　　　　　に向けて調整する。
　　　（２）各市町村が独自に実施している事業等に対する補助金等につ
　　　　　いては、従来の実績等を尊重しつつ、廃止も含めて新市域全体
　　　　　の均衡を保つよう調整する。
　　　（３）他の補助制度等に整理統合できる補助金等については、廃止
　　　　　するものとする。
　
　　３　補助金・交付金等については、それぞれの団体及び事業の目的、
　　　効果等を総合的に勘案し、随時見直しを行うものとする。
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